
（北陸農政局）

事 業 名 国営かんがい排水事業 地 区 名 九 頭 竜 川 下 流
く ず り ゅ う が わ か り ゅ う

県 名 福 井 県 関係市町村 福井市、あわら市、松岡町、三国町、
ふ く い し まつおかちょう みくにちょう

丸岡町、春江町、坂井町
まるおかちょう はるえちょう さかいちょう

本地区は、福井県東北部に位置し、九頭竜川下流域の福井市外１市５町にまたがる福井

・坂井平野に位置し、米作を中心とした一大穀倉地帯を形成している。

本地区のかんがい用水は、九頭竜川より取水している鳴鹿堰掛り地区、川西地区、兵庫

事 川より取水している兵庫川左岸地区の他に、三里浜地区と劔岳地区は地下水・ため池等に

依存している。

鳴鹿堰掛かりでは、施設の老朽化が著しく、近年の都市化・混住化の進展により開水路

への生活ゴミ混入等によって維持管理費が増大している。また、兵庫川左岸地区等地区内

下流域では都市化・混住化による生活雑排水等の流入により水質が悪化、川西地区では九

業 頭竜川への塩水遡上による塩害が、三里浜地区では地下水の塩水化による塩害が発生して

いる。さらに、渓流・ため池利用の劔岳地区では夏場の用水不足が生じている。

このため、鳴鹿堰掛りの開水路をパイプライン化し、配水管理の合理化を図り、この結

果生み出される余剰水により、被害や用水不足を受けている周辺地域の水源転換等の農業

概 用水の再編を行い、用水の安定供給を図るとともに、関連事業により区画整理等の土地基

盤整備を実施して、複合経営の促進と農業経営の安定を図る。

また、併せて支線用水路を農業用水が持つ地域用水機能の維持・増進をし、地域の自然

・景観の保全を図る。

受 益 面 積 12,040ha (水田10,710ha、畑1,330ha)

要 主要工事計画 幹線用水路 49.4km

支線用水路 11.6km

国営総事業費 48,900百万円 (平成16年度時点 48,930百万円)

工 期 平成11年度～平成20年度予定

【事業の進捗状況】

平成１５年度までの進捗率は事業費ベースで一期地区（幹線上流部、事業費254億円）4

1.7%、二期地区（幹線中下流部、支線用水路、事業費235億円）12.8%、全体27.8％であ

り、幹線用水路の改修は49.4㎞のうち7.4㎞(14.9%)が実施されている。

評

【関連事業の進捗状況】

関連事業は、国営事業の進捗状況に合わせて順次実施されている。平成１５年度までに

３地区（受益面積約1,400ha）が着手されている。

価

【社会経済情勢の変化】

本地区の関係７市町におけるＨ７年からＨ１２年の社会経済状況の変化は以下のとおり

である。

項 総人口は、385,143人から386,643人と僅かに増加しており、世帯数も119,991戸 から12

5,200戸と増加している。農業就業人口は、10,903人から7,522人に減少傾向にある。

他方、経営規模５ｈａ以上の農家数は90戸から118戸と規模拡大が進んでおり、専業農

家が増加傾向にある。

目 認定農業者についてもＨ１０年からＨ１５年で１１８人から２０２人と倍増している。

農業粗生産額は、Ｈ１０年からＨ１４でみると基幹作物である米の生産調整対策や、米

価低迷の影響により減少しているが、大麦、大豆等転作作物については、団地化が着実に

進められ増加している。



九頭竜川下流地区

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

主要工事計画（幹線用水路）の工法変更による工事費増嵩が見込まれることから、総事

業費の見直しが必要である。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

本地区では、塩害被害の解消のほか、受益農家の営農労働に要する経費の節減や用排水

施設への維持管理費節減などの農業経営向上効果、地域用水機能の維持確保により例えば

防火施設の設置費用が軽減される等の地域資産保全向上効果を主な効果として見込んでい

評 る。

営農計画の基礎となる地域の農業振興方向は、今春に新たな米政策に対応するための水

田農業ビジョンを地区内７地域で策定されたところであり、水稲・大麦といった土地利用

型水田農業のほか水田園芸と称する多様な転作を引き続き推進しつつ、担い手への農地の

利用集積を高め一層の労働生産性の向上を目指すこと等を掲げている。一方、普通畑や樹

園地等の畑作農業については振興計画の大きな見直しはない。

また、地域用水に関する住民ワークショップ等の取り組みにより水路周辺での親水性等

価 が維持創造されることや〔景観保全効果〕、工事実施時に発見された埋蔵文化財の保護に

寄与すること〔地域資産保全向上効果〕など事業実施を通じ新たに発現が見受けられる効

果については今後、総事業費の見直しに併せ定量的に把握していくことが必要である。

費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。

総便益（Ｂ） 79,317百万円

総事業費（Ｃ） 75,791百万円

費用便益比（Ｂ／Ｃ）1.04（試算値）

項 注）総便益、総事業費には関連事業を含む。

【環境との調和への配慮】

本地区においては、開水路をパイプライン化することによって、生まれる上部跡地の有

効活用を図るため、「九頭竜川下流地区地域用水対策協議会」を通じて関係市町及び土地

改良区との協議を進め、次のような、地域環境に配慮することとしている。

①支線用水路を、工事によって発生する玉石等を使って地域用水機能の維持・増進を図

目 るとともに地域の環境や景観に配慮する。（せせらぎ水路）また、これにあわせて他

事業による花壇や緑化施設を整備

②支線用水路内に地域で活用される防火機能や洗い場等機能を整備

③管理用道路の整備に当たっては、歩行者の安全性を確保

なお、上記協議会による定期的なワークショップや構想検討会が開催され、子供たちを

含めた地域住民による構想づくりの取り組みが実施されている。

【事業コスト縮減等の可能性】

本地区においては、次のような事業費のコスト縮減を取り組んでいる。

①工事に伴う現地発生土を近隣の公共事業（道路事業、ほ場整備事業）に有効利用を図

る。

②既設開水路の撤去に伴い発生する大量のコンクリート廃棄物を自走式破砕機を用いて

再生骨材を生成し、埋戻し材に再利用する。

また、上記取り組み内容に加え、技術革新によるパイプラインの大口径化を図り、パイ

プ本数の縮減（２連を１連）も検討しており、引き続き事業費のコスト縮減を図りなが

ら事業を推進する。



九頭竜川下流地区

【関係団体の意向】

１．土地改良区

本事業により鳴鹿堰堤掛かりの幹線用水路をパイプライン化し、農業用水の再編を行うこと

は、清浄な安定した用水の確保、良質な米生産、維持管理費の低減、転落事故回避が期待さ

れ、低コストな米づくりと大規模農業を目指す当地域にとって欠かせないものであるため、事

業の着実な推進を要望する。

また、パイプライン化による上部跡地利用については、それぞれの地域で検討が進められ、

期待されているところであり、引き続きご協力をお願いする。

２．市町村

用水路の老朽化による維持管理費の増大、塩害や用水不足、生活雑排水による水質悪化等は

農業の阻害要因となっており、水難事故も深刻な問題である。

本事業により、開水路のパイプライン化と農業用水の再編は農業用水の安定供給、農業経営

の近代化と営農の合理化に欠かせないものであり、事業の着実な推進をお願いする。

また、パイプライン化による上部跡地利用については地域用水への貢献など地域環境に適し

た有効な活用が図れるよう引き続きご協力をお願いする。

なお、総事業費の見直しに当たっては、コスト縮減に努めるとともに地元に対しても十分な

説明をお願いしたい。

３．福井県

本事業は、当該地域における農業用水の再編成を行うとともに地域用水機能の維持増進を図

る基幹的な事業である。

しかし、事業の現状からみると事業費の大幅な増嵩が懸念されるところであり、総事業費の

見直しにあたっては、事業の施工方法や事業費の抑制方法について再検討を行うとともに、単

に国が行った見直し結果をもって、県や地元に財政負担の増加を求めることとならないよう、

県、市町および土地改良区等の関係機関に対して見直し内容の説明を事前に十分行い、調整を

図っていただきたい。

【評価項目のまとめ】

本事業は、老朽化している開水路をパイプライン化し、配水管理の合理化を図ることによ

り、生み出される余剰水をもって、農業用水の再編を行い、用水の安定供給を図るものであ

る。

本事業に対する地元の期待は大きく、関連事業も含め順次実施されている。

また、パイプライン化による上部跡地利用については、地域住民参加によるワークショップ

を通じてせせらぎ水路や緑化施設の整備など、地域環境に配慮した取り組みも行われ、さら

に、近隣の公共事業と連携した現地発生土の効率的処理等のコスト縮減にも取り組んでいる。

なお、主要工事（幹線用水路）の工法変更による工事費の増嵩が見込まれており、総事業費

の見直しを行う必要がある。

【第三者委員会の意見】

農業用水の再編を行い用水の安定供給を図る本事業は、地域の農業経営の安定に必要であ

り、地元からも大きな期待が寄せられていることから、以下の２項目に留意され事業を着実に

推進されたい。

１．過年度施工区間において、当初計画に対して幹線用水路の工法変更やこれに伴う工事費の

増嵩が見られることから、今後施工を計画している区間に関しては、これらについて早急に

見直しされたい。見直しに当たっては、より一層のコスト縮減に努めるとともに、県及び市

町、土地改良区等の関係団体に対しその内容を十分説明されたい。

２．開水路のパイプライン化に伴う水路敷地の上部利用については、今後とも、女性、子供を

はじめとする幅広い住民の参加により、地域の自然・景観にも配慮した取り組みが行われる

よう努められたい。



九頭竜川下流地区

【事業の実施方針】

関係機関への十分な説明及び調整を図りながら、今後施工を計画している区間に関して、工

法や工事費の検討による見直し作業を早急に進める。

なお、事業目的の早期実現に向け、引き続きコスト縮減に努めるとともに、幅広い住民の参

画を得て環境や景観との調和に配慮しつつ、事業を着実に推進する。



（北陸農政局）

地 区 名 白 根 郷事 業 名 国営総合農地防災事業
し ろ ね ご う

県 名 県 加茂市、白根市新 潟 関 係 市 町 村 名
か も し しろねし

本地区は、新潟県の中央に開けた新潟平野の中部に位置し、東は信濃川、西は中ノ口川に
囲まれた南北約１９ｋｍ、東西約５ｋｍの完全輪中地帯で、白根市のほぼ全域と、加茂市の
一部からなる農地約５，２００ｈａの農業地帯である。地区内の標高は、－１ｍを最低に最
高６ｍ程度で、傾斜は上流部が１／３，０００、下流部が１／７，０００と極めて平坦な地
形となっており、地域の排水は全て機械排水に依存している。
本地区の基幹排水施設は、昭和３６年度からの県営地盤沈下対策事業により整備がなされ

てきたが、近年の地域開発による降雨流出量の増大及び地盤沈下等により農業用排水施設の
機能が低下し、農地及び農業用施設に多大な被害が発生している。
このため、本事業及び関連事業を行うことにより、農作物、農地及び農業用施設の降雨に

事 よる湛水被害を未然に防止するとともに、農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せ
て国土の保全に資することを目的とするものである。
なお、当初事業計画で既設利用としていた白根排水機場が、事業着手後の地震発生等に起

因して機能低下を来したことから、早急に同機場の機能回復を図るための事業計画の変更手
業 続きを行い、平成１６年７月７日に以下のとおり確定した。

受 益 面 積 ５，２１７ｈａ（水田4,521ha、畑399ha、樹園地297ha）

主要工事計画 白根排水機場 １箇所 （改修）概
中部排水機場 １箇所 （増設）
萱場排水機場 １箇所 （新設）
中部排水路 １．２ｋｍ（改修）
萱場排水路 ０．９ｋｍ（新設）要
西線排水路 １．８ｋｍ（改修）
新村排水路 １．０ｋｍ（新設）

国営総事業費 ２５，９６０百万円（平成１６年度時点 ２５，９６０百万円）

事 業 工 期 平成６年度～平成２０年度予定

【事業の進捗状況】
平成１５年度までの進捗率は、事業費ベースで７１．９％であり、排水機場２箇所及び排

水路４路線については完成している。
平成１６年度からは、白根排水機場の改修工事を実施する予定である。

評 【関連事業の進捗状況】
関連事業として、国営附帯県営農地防災事業が国営事業の進捗に合わせて計画的に実施さ

れている。
平成１５年度までの進捗率は、事業費ベースで５０．５％である。

価

【社会経済情勢の変化】
本地区の関係２市における平成７年から平成１２年の５カ年間の社会経済状況は、総人口

については72,452人から73,017人（1%増）とわずかに増加しており、世帯数については住宅項
団地の造成により19,159戸から20,526戸（7%増）に増加している。
また、農業就業人口は5,950人から5,461人（8%減）へと減少傾向にあるものの、他方、経

営規模５ｈａ以上の農家数は181戸から208戸（15%増）へと農地の集積の進展等により規模
拡大が進んでいる。目
なお、平成１０年から平成１４年の５カ年間における農業粗生産額については、基幹作物

である米の生産額は減少しているものの、果実・花き類は増加傾向となっている。



白根郷地区

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】
当初事業計画で既設利用としていた白根排水機場が、事業着手後の地震発生等に起因して

機能低下を来したことから、早急に同機場の機能回復を図るための事業計画の変更手続きを
行い、平成１６年７月７日に確定したところである。よって、事業に係る受益地、主要工事
計画、事業費ともに事業計画の重要な部分の変更に該当する変動はない。

評

価
【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】
本地区は、排水機場及び排水路の改修による排水機能の回復により、洪水の発生に伴う農

湛水被害を未然に防止するための災害防止効果を主な効果として見込ん作物や一般資産等の
でいる。
また、関係市の農業の振興計画では、稲作を基幹に園芸作物等を組み合わせた複合経営を

図ることにより農業の発展をめざすこととしており、排水機場及び排水路の整備等により、
一層の農業生産の安定化等の効果が期待されている。項
なお、変更事業計画においては、都市化の進展した地域等での降雨時の災害の未然防止効

果や、水路整備による水辺環境の保全など、本事業の実施が及ぼす地域への波及的な効果も
計上している。

費用対効果分析を実施した結果は以下のとおりである。
総便益（Ｂ） 49,126百万円

目 総事業費（Ｃ）42,427百万円
費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.15

注）総便益、総事業費には関連事業を含む。

【環境との調和への配慮】
中部排水機場及び萱場排水機場の整備に当たっては、ポンプ原動機にガスタービンエンジ

ンを採用し、サイレンサー装置の設置等により低振動、低騒音化を図っている。機場周辺整
備には柵の間伐材利用を促進するとともに、機場建屋の配色・形状には周辺景観との調和に
配慮したものとしている。
また、排水路の整備に当たっては、法面に擬石ブロックを採用することで景観に配慮する

とともに、既設護岸ブロックを再利用して環境への負荷軽減を図っている。
なお、白根排水機場の改修に当たっても、機場周辺の住環境に配慮するとともに、遊水池

護岸に魚巣ブロックを導入することで魚類等の生息環境の保全を図り、環境との調和に努め
ることとしている。

【事業コスト縮減等の可能性】
排水機場においては高流速ポンプを採用し、排水路の護岸においては広幅鋼矢板工法の採

用や現場発生材の有効利用を行うなどコスト縮減対策を積極的に行っている。



白根郷地区

【関係団体の意向】
1．土地改良区
本地域は完全輪中地帯であり、本事業により整備された２機場の供用によっていち早く郷内の

排水排除が可能となり、農地はもとより住民の生命財産の保全、災害の未然防止がなされてい
る。
今回計画変更において追加予定である白根排水機場の改修についても、早期に改修することを

強く要望する。

２．市
本地域は完全輪中地帯であり、排水の全量を常時機械排水に依存している地域である。
近年の都市化の進展による排水量の増大と地盤沈下等の他動的要因により農業用排水施設の機

能低下により、低地部においてはしばしば湛水被害に見舞われ、農業振興だけでなく地域全体の
発展にも支障となっています。
このため、本事業による基幹排水施設の改修は、地域農業の振興や安全で快適なまちづくりを

推進していくためにも重要であり一層の事業推進を要望するものである。

３．新潟県
本事業は、信濃川・中ノ口川に囲まれた完全輪中地帯であり、降雨による湛水被害を未然に防

止するとともに、不等沈下等により失われた施設の機能回復を計画どおり早期に完了させる必要
がある。
今後は、一層のコスト縮減を図り本県及び関係団体と十分連携のうえ計画的な事業実施に努め

られたい。

【評価項目のまとめ】
本地域は都市近郊に位置する県内でも優良農業地域であるが、近年、都市化の進行、地盤沈下

等の社会的、自然的状況の変化により施設の機能低下が進んでいる。本事業により農業水利施設
の機能を回復し、農業被害や災害の防止を図ることは、農業生産を維持するとともに、地域の防
災、更には環境改善を図る上で効果が大きいと見込まれ、地元関係団体の期待も大きい。
事業は予定どおり進捗しており、既に排水機場２箇所などの完成により、当該施設に係る区域

について湛水被害を未然に防ぐなどその効果を発揮している。
なお、整備した排水機場においては、低振動、低騒音化を図るほか、建屋の配色、形状には、

周辺景観との調和に配慮している。また、排水路の整備においては、資材の再利用等のコスト縮
減を図っており、今後の白根排水機場の整備においても環境配慮、コスト縮減に取り組みつつ、
事業効果の早期発現に向け着実な事業推進を図る必要がある。

【第三者委員会の意見】
信濃川・中ノ口川に囲まれた完全輪中地帯である本地域は、全て機械排水に依存しており、機

能低下した排水機場・排水路の機能回復及び災害の未然防止を図る本事業は、農業生産の維持・
発展のみならず本地域の防災上不可欠なものである。
着工後、これまでに整備された施設に係る湛水被害の防止等の効果が発現されてきており、県

及び地元関係団体は、地域全体の事業効果を期待して計画変更で追加された白根排水機場の早期
完成を要望している。
これらのことから、今後とも、周辺環境や景観との調和に十分配慮するとともにコスト縮減に

も努めつつ、計画的に事業を推進されたい。

【事業の実施方針】
事業効果の早期発現に向け、引き続きコスト縮減に努めるとともに、環境や景観との調和に配

慮しつつ、事業を着実に推進する。



（北陸農政局）

地 区 名 加賀三湖周辺事 業 名 国営総合農地防災事業
かがさんこしゅうへん

県 名 県 小松市、加賀市石 川 関 係 市 町 村 名
こまつし か が し

本地区は、加賀平野南西部の木場潟、旧今江潟、柴山潟周辺に位置し、小松市及び加賀市

にまたがる３，２５０ｈａの農業地帯である。

本地区の基幹水利施設は、昭和２７年度から昭和４４年度にかけて実施された国営加賀三

事 湖干拓建設事業及び国営手取川農業水利事業により造成整備がなされたものである。

しかし、これらの基幹施設は、その後の自然現象及び社会条件の変化等に起因して、著し

い機能低下を生じている。

このため、本事業により、新堀川潮止水門の改修、用水路、排水路及び堤防等の改修を行

業 い、基幹水利施設の機能を回復し災害を未然に防止することにより、農業生産の維持及び農

業経営の安定を図り、併せて国土の保全に資することを目的としている。

受 益 面 積 ３，２５０ｈａ（水田：３，２１０ｈａ、畑：４０ｈａ）

主要工事計画 新堀川潮止水門改修 １箇所概

用水路改修 ８．９ｋｍ

排水路改修 ６．４ｋｍ

堤防等改修 ２．１ｋｍ

国営総事業費 １８，５００百万円（平成１６年度時点 １８，６５０百万円）要

事 業 工 期 平成６年度～平成１８年度予定

【事業の進捗状況】

平成１５年度までの進捗率は、事業費ベースで７７．１％であり、加賀三湖導水路、串川

相互導水路、柴山潟堤、八日市堤は完成している。

現在、新堀川潮止水門及び御橋川の改修を実施しており、平成１８年度の事業完了に向け

て順次工事を行っていくこととしている。

評

【関連事業の進捗状況】

関連事業なし

価

【社会経済情勢の変化】

本地区の関係２市における平成７年から平成１２年の５カ年間の社会経済状況は、総人口

については177,358人から176,974人（0.2%減）とわずかに減少しており、世帯数については

54,122戸から56,911戸（5%増）に増加している。項

農業就業人口は4,754人から4,786人（1%増）に、専業農家数は256戸から268戸（5%増）へ

と増加傾向にあり、また、経営規模５ｈａ以上の農家数は194戸から208戸（7%増）へと農地

の集積の進展等により規模拡大が進んでいる。

なお、農業粗生産額は、平成１０年から平成１４年の５カ年間における基幹作物である米目

の価格の低下等の影響により10,935百万円から9,569百万円（12%減）へと減少している。



加賀三湖周辺地区

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

事業に係る受益地、主要工事計画、事業費ともに事業計画の重要な部分の変更に該当する

変動はない。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

本地区では、新堀川潮止水門、用水路、排水路及び堤防改修による用排水機能の回復によ

り、農業生産の維持向上、農業経営の安定化を図るほか、農作物の降雨による湛水被害を未評

然に防止するための災害防止効果を主な効果として見込んでいる。

農業の振興方向については、地元関係機関のほか集落など地域ぐるみにより取りまとめら

れた地域水田農業ビジョンをもとに干拓田を中心に大規模経営が展開され、従来どおりの水

田地帯として持続的な発展が期待できるところである。

価 作付け面積の動向については、作物により一部増加しているものがあるものの全体的には

横ばい傾向にあり、農産物価格は近年低迷している。

費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。

総便益（Ｂ） 22,237百万円項

総事業費（Ｃ） 18,577百万円

費用便益比（Ｂ／Ｃ）1.19（試算値）

【環境との調和への配慮】目

新堀川潮止水門については、柴山潟と日本海を遡河・降河する魚類等の生息環境を保全す

るため魚道を設置するとともに、柴山潟堤 の整備に当たっては、漁礁や植及び柴山潟承水路

生フトン篭の設置等による多自然型工法を採用し環境との調和に配慮している。

また、柴山潟堤、八日市堤及び柴山潟承水路の堤防天端の管理用道路には、間伐材を利用

した安全柵を設置し景観に配慮している。

串川相互導水路は、地域住民と水辺とのつながりを持たせることを目的とした親水施設の

設置や、魚巣ブロックを使用し魚類等の生息環境に配慮している。

なお、柴山潟堤や串川相互導水路においては、関係市、土地改良区及び地域住民と連携し

て堤内や水路内の清掃活動を行い環境保全に努めている。

【事業コスト縮減等の可能性】

加賀三湖導水路の改修においては、管更正工法を採用し既設配管の撤去処分費等の縮減を

図り、柴山潟承水路工事の止水鋼矢板工においては、広幅鋼矢板を採用し材料費を含めた工

事費の縮減を行うなどのコスト縮減に努めている。



加賀三湖周辺地区

【関係団体の意向】

１．土地改良区

本事業における、柴山潟締切堤の完成は平成１０年の台風による潟の水位上昇の際に災害を未

然に防ぐなど、その効果を遺憾なく発揮している。また、柴山潟承水路や現在施工中である潮止

水門においては、景観や生態系に配慮されており地域住民に親しまれる構造となっている。

このように事業の成果には多大なものがあり、完了に向けて今後とも事業を着実に実施される

ことを要望する。

２．市

本事業は、機能低下した施設の整備による災害の未然防止とともに、環境に配慮された高度な

施工により自然環境との調和のとれた農村空間を形成するうえで重要な事業と認識しており、今

後とも、着実な事業推進を要望する。

３．石川県

国営総合農地防災事業「加賀三湖周辺地区」において機能低下した施設を改築することは、地

域農業の振興は基より地域の災害を未然に防止するため必要不可欠であり、早期に効用が発揮さ

れるよう計画どおりの事業完了を要望します。

【評価項目のまとめ】

本地区は、水稲を中心とした県内有数の農業地帯であり、土地利用の集積及び経営の大規模化

が進められている。地区内の基幹施設は、自然的、社会的要因により機能が低下しているため、

本事業により、基幹用排水施設の機能を回復することにより、農業生産の維持及び農業経営の安

定等を図ることとしていることから、事業の必要性に変わりはない。また、事業計画に係わる事

項に大きな変動は生じておらず、営農計画においても大きな変化がない。

事業はこれまでに全体の77％が完了しており、特に柴山潟締切堤の完成は平成１０年の台風に

よる潟の水位上昇の際に災害を未然に防ぐなどその効果を発揮している。

や植生フトン篭の設置等によるなお、施設の整備に当たっては、魚道整備による生態系の保全

管更正工法の採用や広幅鋼矢板の使用によりコスト縮減に努めて環境との調和に配慮するほか、

いる。

このほか、関係団体においては、完了に向けた事業の計画的な推進に大きな期待を寄せている

ことから、今後とも環境との調和への配慮やコスト縮減に努めつつ、事業を着実に推進していく

必要がある。

【第三者委員会の意見】

自然現象及び社会条件の変化等に起因して機能低下を来している新堀川潮止水門、柴山潟堤等

の基幹施設の改修を行う本事業は、農業生産の維持・発展のみならず地域の災害を未然に防止す

る上で不可欠なものである。

本事業は、着工以来着実に実施されてきており、柴山潟堤等の整備により着工後の台風襲来時

において堤防からの溢水被害の防止が図られたことなど、県及び地元関係団体からは事業効果に

対する大きな評価と早期完了の要望が寄せられている。

これらのことから、今後とも、周辺環境への配慮やコスト縮減にも努めつつ、円滑な事業完了

に向けて着実に事業を推進されたい。

【事業の実施方針】

今後とも環境への配慮やコスト縮減に努め、円滑な事業完了に向けて事業を着実に推進する。



（北陸農政局）

地 区 名 常 願 寺 川 沿 岸事 業 名 国営総合農地防災事業
じょうがんじがわえんがん

県 名 県 富山市、大 山 町、立 山 町、舟 橋 村富 山 関 係 市 町 村 名
とやまし おおやままち たてやままち ふなはしむら

本地区は、富山県のほぼ中央に位置し、常願寺川沿いの富山市ほか２町１村にまたがる

７，９０５ｈａの稲作を中心とした農業地域である。

本地区の主要な基幹水利施設である横江頭首工及び左岸連絡水路橋は、昭和１７年度から昭和

２７年度にかけて実施された国営常願寺川農業水利事業により、農業用水の取水の合理化等を図

るために築造されたものである。事

本地区の主要な水源である常願寺川は、北アルプス立山連峰に源を発する我が国屈指の急流河

川であり、その集水域においては急峻な地形となっている。近年、その集水域において、山林の

崩壊や開発が進行する等自然的、社会的条件の変化に起因して、当該河川の洪水流出形態が変化

したことにより、最大流出量が増大してきたことから、横江頭首工及び左岸連絡水路橋の洪水流業

下能力や構造物の強度が不足する等の著しい機能低下が生じている。

このため、本事業において横江頭首工及び左岸連絡水路橋の改修を行い、これら施設の機能回

復を図り、農作物及び農地等の災害を未然に防止することにより、農業生産の維持及び農業経営

の安定を図り、併せて国土の保全に資するものである。概

７，９０５ha（田７，７９７ha、畑１０８ha）受 益 面 積

主要工事計画 横江頭首工改修 １箇所要

左岸連絡水路橋改修 １箇所

国営総事業費 １４，１００百万円（平成１６年度時点 １４，１００百万円）

事 業 工 期 平成１１年度～平成２０年度予定

【事業の進捗状況】

平成１５年度までの進捗率は事業費ベースで２８％であり、現在、横江頭首工の改修を実

施しており、平成１６年度から左岸連絡水路橋の改修工事に着手する予定である。

評

【関連事業の進捗状況】

本事業は、横江頭首工からの水利権を有している北陸電力（株）（常願寺川下流発電事

業）及び立山町（水道事業）との共同事業として実施している。

価

【社会経済情勢の変化】

１市２町１村の産業別の就業人口割合は、県庁所在地周辺とあって製造業及びサービス業

で約５割を占めるなど、平成２年よりこれら業態間での変動がなく安定しているものの、一項

方、農業をはじめ、製造品、商品の各生産販売額は、平成１０年から平成１４年の５カ年に

わたりそれぞれ減少し地域経済成長は低迷期にある。

地域の総人口は、平成７年と平成１２年を比較すると、365,552人から367,490人（0.5％

増）とわずかに増加傾向にあり、世帯数は、122,157戸から130,712戸（7％増）と増加し一目

層の都市化の進行が伺える。

農業の経営耕地規模別農家数の動向をみると、平成１２年では地域の戸当たり平均農用地

面積は１.２haであるものの、５ha以上の大規模な経営農家数は平成７年より３０％増え

１２６戸と経営規模の拡大傾向がみられる。



常願寺川沿岸地区

【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】

事業に係る受益地、主要工事計画、事業費ともに事業計画の重要な部分の変更に該当する

変動はない。

【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】

評 本地区は、農作物への被害等災害のおそれが広く生じている農業用河川工作物を改修する

ことを通じ、災害からの回避及び農業用水が引き続き安定的に維持確保されることの生産基

盤保全効果を主な効果として見込んでいる。

さらに、事業実施にあたり、魚道等生態系への配慮や構造物のデザインにあっては修景と

の調和に視点をおくなど、景観保全効果も予定どおりの発現が見込まれる。

水田の基幹的な転作作物として定着が図られつつある大豆は、近年、単収や価格も安定し価

ていることから栽培面積が伸びており、地域水田農業ビジョンに即し団地化への取り組みが

加速的に進められ一層の拡大が期待される。

費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。

項 総便益（Ｂ） 15,561百万円

総事業費（Ｃ） 14,111百万円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 1.10（試算値）

【環境との調和への配慮】

横江頭首工の改修においては、周辺の魚類調査を行うとともに魚道検討委員会を設置するなど目

豊かな生態系の保全に配慮し、新たに魚道を設けることとしている。

また、左岸連絡水路橋の設計については、現況水路橋の美しい面影を継承することにより周辺

の景観との調和に配慮している。

【事業コスト縮減等の可能性】

横江頭首工の改修に当たっては、事業計画時において既存施設を補強することにより新設

仮締切工の築堤資材に現地発生材をに比べて大幅なコスト縮減を図るとともに、施工時には

利用したり、既設護床ブロックを基礎材として再利用を行っている。

また、左岸連絡水路橋改修時においても現地発生材の積極的な利用を考えている。

【関係団体の意向】

１．土地改良区

常願寺川において流域の荒廃、開発により洪水量が増大したことから、地域の農地をかんがい

する基幹施設である横江頭首工や左岸連絡水路橋において流下能力や強度が不足し機能低下が生

じていることから、本事業により早期に改修を行い、災害の未然防止が図られるよう事業の推進

を要望するものである。

２．市町村

横江頭首工及び左岸連絡水路橋は、地域の農地を潤す基幹施設であり、これらが洪水により機

能しなくなった場合には、地域農業に多大な損害を生じることとなる。このため、横江頭首工及

び左岸連絡水路橋の改修により農業用水の安定供給のため、早期完成に向けて事業を推進される

よう要望するものである。

３．富山県

本事業は、一級河川常願寺川に設置された横江頭首工、左岸連絡水路橋が必要な施設の機能を

発揮する上で不可欠なものであり、地域農業等の根幹にかかる重要な事業と考えている。



常願寺川沿岸地区

今後とも、景観や生態系に配慮した工法の実施に努めるとともに、より一層のコスト縮減をお

願いしたい。

また、平成２０年度末の完了に向けて、関係機関とも十分連携のうえ、計画的な事業の推進を

お願いしたい。

【評価項目のまとめ】

本地区は、水稲を中心とした県内においても有数な穀倉地帯であり、本地区の取水施設である

横江頭首工においては河川の流出形態の変化により流出量が増大したことから、堤体が不安定な

状況にある。また、左岸連絡水路橋においては、洪水の流下能力が不足するなど機能が低下して

いる状況にあり、災害を未然に防止する観点から早期に改修する必要がある。

これまで事業は計画的に進捗しており、本年度は左岸連絡水路橋の改修工事に着手する予定で

魚道等生態系への配慮や構造物のデザインにおいて景観ある。また、施設の整備に当たっては、

の再利用などのコスト縮減に努めている。との調和に配慮するほか、現地発生材

なお、事業計画に係わる事項に大きな変動は生じておらず、営農計画などに係わる事項も大き

な変化が見られない。今後とも、景観との調和への配慮やコスト縮減に努めつつ、施設の早期完

成を望む関係団体の意向を踏まえ着実に事業を推進していく必要がある。

【第三者委員会の意見】

本地区の基幹施設である横江頭首工、左岸連絡水路橋は、我が国屈指の急流・暴れ川である常

願寺川に設置されているが、自然現象及び社会条件の変化等に起因して洪水流下能力の不足等の

機能低下を来している。これらの基幹施設の改修を行う本事業は、農業生産の維持・発展のみな

らず地域の災害を未然に防止する上で不可欠なものである。

本事業実施の必要性については、県及び地元関係団体は十分理解しており、事業の早期完成を

要望している。

これらのことから、今後とも、自然生態系や周辺環境及び景観との調和に十分配慮するととも

にコスト縮減にも努めつつ、計画的に事業を推進されたい。

【事業の実施方針】

事業効果の早期発現に向け、引き続きコスト縮減に努めるとともに、環境や景観との調和に配

慮しつつ、事業を着実に推進する。


